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市民活動支援組織スキルアップ研修「基礎編」

市民活動支援機能とは
（NPO法施行25年と絡めて）

2023年10月14日
特定非営利活動法人日本NPOセンター
事務局⾧ 吉田建治（ kyoshida@jnpoc.ne.jp ）

日本NPOセンターは民間非営利セクターに関するインフ
ラストラクチャー・オーガニゼーション（基盤的組織）
として、NPOの社会的基盤の強化を図り、市民社会づく
りの共同責任者としての企業や行政との新しいパート
ナーシップの確立をめざします。

設立:1996年11月22日
法人認証:1999年5月31日
税制優遇の認定:2015年12月10日

理事19名、有給職員16名、正会員683、準会員176
www.jnpoc.ne.jp

ご入会お待ちしています!

NPO（市民活動）の意義

NPOの25年とNPO支援の変遷

これから

NPO（市民活動）の意義

そもそもNPOって?

NPO?
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NPO（市民活動）の意義

Nonprofit Organization
民間非営利組織

政府の支配に属さないこと

利益があがっても構成員に分配しないで、
団体の活動目的を達成するための
費用に充てること

社会に対して責任ある体制で
継続的に存在する人の集まり

NPO（市民活動）の意義

 医療・福祉・環境・文化・芸術・スポーツ・まちづく
り・国際協力・交流・人権・平和など、

 あらゆる分野の市民活動団体等の
民間非営利組織で、

 民間の立場で活動するものであれば、
 法人格の有無や種類を問わない

日本NPOセンターが支援の対象とするNPOの定義

NPO（市民活動）の意義

NPO NPO法人⊃

NPO 市民活動団体≒

特定非営利活動法人

非営利組織 市民活動団体

市民グループ

NPO（市民活動）の意義

NPO法成立前の
非営利法人制度

祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公
益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ
目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ
得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得

（旧民法34条 明治29年）

学術、 技芸、 慈善、 祭祀、 宗教その他の
公益に関する社団又は財団であって、 営利
を目的としないものは、 主務官庁の許可を
得て、 法人とすることができる。

1997
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NPO（市民活動）の意義

主務官庁の考える「公益」を行う活動で
ないと許可されない

実績がないと許可されない

監督権限が強い

許可の基準が明確でない

小規模なNPO

できたばかりのNPO

政府の政策に反対／提言をするNPO

学術、 技芸、 慈善、 祭祀、 宗教その他の
公益に関する社団又は財団であって、 営利
を目的としないものは、 主務官庁の許可を
得て、 法人とすることができる。

NPO（市民活動）の意義

この法律は、特定非営利活動を行う団体に
法人格を付与並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資
する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、

ボランティア活動をはじめとする
市民が行う自由な社会貢献活動としての
特定非営利活動の健全な発展を促進し、
もって公益の増進に寄与することを
目的とする。

特定非営利活動促進法 第一条

NPO（市民活動）の意義

社会サービスニーズ

制度対応の
範囲
自殺対策
緊急避難
etc.

市民が行う
自由な社会貢献活動

想定しきれていない
ニーズへの対応

山岡義典氏作成の図をもとに日本NPOセンターが改変

相互の影響

官民連携ポイント２
多様性と参加にもとづく活動
（より豊かにするための支援策）官民連携ポイント１

制度の効果を高めるための
対話、委託

政府・制度による公益活動と、民間による公益活動

NPO（市民活動）の意義

「自発性」と「多様性」
というボランティアの価値を力に社会に働きかける

「参加」と「協力」
が重要な意味を持つ
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NPO（市民活動）の意義

向き合い、支援する ともに、取り組む

NPO（市民活動）の意義

第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しな
ければならない。
一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第二号に規
定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。）
ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団
の構成員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある団
体
四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
２ 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日か
ら二月（都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間）以内に行わなければな
らない。
３ 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をした
ときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

客観的な認証基準

NPO（市民活動）の意義

第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認
定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活
動法人を除く。以下この項及び次項において同
じ。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分
又は定款に違反する疑いがあると認められる相当
な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に
対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を
させ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人
の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若し
くは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件
を検査させることができる。
２ 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場
合においては、当該検査をする職員に、同項の相
当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該特
定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象
となっている事務所その他の施設の管理について
権限を有する者（以下この項において「特定非営
利活動法人の役員等」という。）に提示させなけ

監督基準の明確化 情報開示の重視
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度
初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例
で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、
計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿（前事
業年度において役員であったことがある者全員の
氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について
の前事業年度における報酬の有無を記載した名簿
をいう。）並びに前事業年度の末日における社員
のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、そ
の名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記
載した書面（以下「事業報告書等」という。）を
作成し、これらを、その作成の日から起算して五
年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、
その事務所に備え置かなければならない。
２ 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都
市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定
款等（定款並びにその認証及び登記に関する書類
の写しをいう。以下同じ。）を、その事務所に備

NPO（市民活動）の意義

法人自治の重視

総会

理事会

事務局⾧
事務局

スタッフ

監事代表理事 理事

総会

代表理事

代表理事

代表理事

監事

一般的なNPO法人の形 最低限のNPO法人の形

定款 定款
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NPO（市民活動）の意義

市民参加の重視

 10人以上の社員
 社員資格の得喪に不当な条件を付さ

ない
 役員報酬を受ける役員は役員総数の
1/3まで

認定における
パブリック・サポートテスト
 （相対値基準）

寄附金等収入金額／総収入金額等
≧１／５

 （絶対値基準）
年3000円以上の寄附者が
年平均100人以上

 条例個別指定
都道府県または市区町村が、個人住
民税の寄付金税額控除の対象として
条例により個別に指定したNPO法人
は、PSTが免除される

NPO（市民活動）の意義

 主務官庁ではなく「所轄庁」
内閣府を含め、48の所轄庁が横並び
（成立当初。現在は都道府県と政令市の67の所轄庁）

 閣法ではなく議員立法（市民立法）
超党派議員連盟とNPOの対話による立法

1998年3月成立、12月1日施行

NPO（市民活動）の意義

１．草の根の市民グループが法人格を得られるようになった
２．行政や企業との連携が行われるようになった
３．さまざまな社会問題に光が当てられるようになった
４．市民がエンパワーされた
５．分野を超えた連携での取り組みが生まれた
６．市民による立法の先駆けとなった
７．寄付文化を広げた

『成立から25周年のNPO法が社会に与えたインパクト7選』
https://npocross.net/2806/

NPO（市民活動）の意義

NPOの25年とNPO支援の変遷

これから
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NPOの25年とNPO支援の変遷

社会からの期待

NPO?

NPOの25年とNPO支援の変遷
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解散法人数

各年12月末の法人数（内閣府のデータをもとに加工）

NPO法成立・施行

NPOの25年とNPO支援の変遷
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2011

NPO法人数

解散法人数
行政改革大綱
介護保険法施行

NPO法成立・施行

緊急雇用対策事業

ボランティア国際年

地方分権一括法

認定NPO法人制度（税制優遇）

旧公益法人とほぼ同数に
新潟県中越地震

公益法人制度の抜本改革閣議決定

初の自治基本条例
（ニセコ町）

個人情報保護法施行

角川文庫が「NPO」商標登録（後に取消）

障害者自立支援法施行

新公益法人制度／一般社団・財団法施行

「新しい公共」円卓会議
「新しい公共」支援事業

横浜市における市民活動との協働に関す
る基本方針（横浜コード）策定

NPOの25年とNPO支援の変遷

行政改革大綱
介護保険法施行

NPO法成立・施行

緊急雇用対策事業

ボランティア国際年

地方分権一括法

認定NPO法人制度（税制優遇）

旧公益法人とほぼ同数に
新潟県中越地震

公益法人制度の抜本改革閣議決定

初の自治基本条例
（ニセコ町）

個人情報保護法施行

角川文庫が「NPO」商標登録（後に取消）

障害者自立支援法施行

新公益法人制度／一般社団・財団法施行

「新しい公共」円卓会議
「新しい公共」支援事業

横浜市における市民活動との協働に関す
る基本方針（横浜コード）策定

1995年以前

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

施設 組織

NPO支援組織と
NPO支援施設の

設立年
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NPOの25年とNPO支援の変遷
33,390

36,298

38,991

41,617

44,290

46,959

48,602

49,749

50,633

51,423

51,798

51,661

51,405

51,030

50,852

50,483

1,711

2,431

3,282

4,214

5,255

6,212

8,003

9,721

11,393

13,012

14,740

16,589

18,425

20,140

21,828

23,544

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

新公益法人制度／一般社団・財団法施行

「新しい公共」円卓会議
「新しい公共」支援事業

東日本大震災
認定NPO法人制度抜本改正

休眠預金等活用制度開始

内閣官房孤独・孤立対策担当室設置

SDGs採択
生活困窮者自立支援法施行

社会福祉法改正、重層的体制整備支援事業

NPOの25年とNPO支援の変遷
新公益法人制度／一般社団・財団法施行

「新しい公共」円卓会議
「新しい公共」支援事業

東日本大震災
認定NPO法人制度抜本改正

休眠預金等活用制度開始

内閣官房孤独・孤立対策担当室設置

SDGs採択
生活困窮者自立支援法施行

社会福祉法改正、重層的体制整備支援事業

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NPOの25年とNPO支援の変遷

NPO支援組織

NPO支援施設

NPO支援センターを分類する、2つの類型

【設置・運営形態による分類】 【主な機能による分類】

民間 行政

民
間

行
政

民設民営 公設民営

公設公営

設置
運営

NPOの25年とNPO支援の変遷

 ネットワーキング、コーディネーション
 相談・コンサル、組織基盤強化や評価の伴走支援
 研修企画開発
 資金・専門技術等資源仲介
 提言・アドボカシー
 活動拠点提供
 etc...

日本NPOセンター
「NPO支援センター一覧」掲載数

掲載基準
 （個人ではなく）NPOの組織支援を主としている
 NPOの組織相談に対応できるスタッフが常勤している
 分野を限定せずに支援をしている
 常設の拠点がある

約500ヶ所

設置・運営形態による分類特徴的な機能
民間 行政

民
間

行
政

民設民営 公設民営

公設公営

設置
運営

25 26

27 28
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NPO（市民活動）の意義

NPOの25年とNPO支援の変遷

これから

これから

これからのNPOとNPO支援

NPO?

これから

 NPOの多様化、新たな取り組み
 たすけあいとしてのNPO（互助的市民活動）と、サービス提供主体としてのNPO（SB）

 NPOネイティブな世代の、自分のくらしの延⾧の活動

 出入り自由。組織化しないスタイル、エピソディックな活動スタイル

 結局法人格は道具でしかない／運動としてのNPO法

 分野や地域を超えた連携
 地域、当事者を中心にとなりの領域と連携をして新たな活動を生み出す

 積極的な対話と提言 地方分権を活かす

 海外の市民活動団体との連携

 地域内での循環 「意思あるお金」をもとにした開かれた活動
 地域課題への参加の機会、対話の機会を生み出していく存在としてのNPO

 地域の中で支援と理解をいっしょに広げる

 休眠預金 使うならその後をどう描くか。分かれ道。

これから

従
来
の
「N

P
O

支
援
セ
ン
タ
ー
」

NPO支援施設

NPO支援組織

行政設置の「NPO支援センター」
（市民活動支援センター）

国際交流センター
男女共同参画センター
生涯学習センター
公民館
民間のコワーキングスペース

分野別ネットワーク組織
コミュニティ財団
プロボノNPO
先輩NPO

民設民営の「NPO支援センター」

N
P

O

支
援
者
（
個
人
） 必ずしもNPO支援が目的では

ないがNPOも支援対象となる
もの

まちづくり支援団体
弁護士会、会計士会

「中間支援」の概念

29 30

31 32
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これから

 誰に対してどのような支援をするのか?
 場所貸しは、図書館や喫茶店の方が便利!?
 設立手続きは、ネットで調べたほうが早い?
 事業化相談は、商工会議所の方が専門性が高い?

 自分たちの武器は何か。
 地域で求められるニーズにどのように応えるか?

（事業の目的は何か?）
 市民活動だからこそ、は何か?

「社会課題解決」は企業も意識している

NPO支援センターの存在意義は?

これから

 多様な資金源の確保
（安定した活動を守るための仕組みと文化づくり）

 人材の活用と育成、新たな人の確保
（人のマネジメント、専門職との協働）

 組織基盤強化に寄り添う

NPOの運営サポート
NPO支援センターに求められていること

これから

 個々のNPOが活動しやすい環境づくり
（法・制度の整備への取り組みは誰が?）

 地域全体の活動基盤の整備
（広げることと、つなげることの重要性）

 共有の場、協議の場
（NPO間／NPOと行政／NPOと・・・）

活動環境の整備（強化）への貢献
NPO支援センターに求められていること

これから

 NPO間連携
活動分野や地域を越えたネットワークや協働
（理解と連携による事業拡大）

 セクター内連携
社会福祉協議会や協同組合など、
「となりの組織」とのつながり
（地域課題ベース）

 セクター間連携
行政セクターや企業セクターとの協働や連携
（何のため、誰のためをブラさず）

つなぎ役であること
NPO支援センターに求められていること

33 34

35 36
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これから

向き合い、支援する ともに、取り組む

これから

勉強が遅れた

運動不足

遊ぶ場がない

さみしい
困窮

孤立している

子ども

これから

勉強が遅れた

運動不足

遊ぶ場がない

困窮

子ども

さみしい孤立している
居場所支援

再建できない

法律相談

親

学習支援

運動プログラム

37 38

39 40
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これから

「参加」「協働」とは?

• 日本NPOセンターが定義する参加と協働
– 協働:組織同士がそれぞれの特徴を生かして協力して働くこと
– 参加:個人が責任を持って組織の企画や活動にかかわること

• 日本NPOセンターの協働の定義
「異種・異質の組織」が、
「共通の社会的な目的」を果たすために、
「それぞれのリソース（資源や特性）」を持ち寄り、
「対等の立場」で「協力して共に働く」こと

これから

異種異質

これから

「つなぎ手」の心がまえ
～こまりごとを抱えている人を真ん中に～

・「こまりごとは身近なところにある」という気持ちで
・地域のさまざまなうごきに関心を
・既存のつながり先や制度について予習を
・日ごろから異業種含む多様なつながりづくりに努めておく

これから

 目の前の相談者の課題を解決する

 あちこちに顔を出す

 勉強する

「ご指名」で相談や情報が入るようになる

市民活動を支援する者として、まずめざすこと

41 42

43 44
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これから

マインド
思い

技術 知識

ネットワーク
経験
自己研鑽

信頼
自信

これから

日ごろの積み重ねが
差になります。

これから

ご入会お待ちしています!

特定非営利活動法人日本NPOセンター
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル245

TEL: 03-3510-0855

知っておきたいNPOのことシリーズ

基本編 資金編

協働編 参加編

ご注文は www.jnpoc.ne.jp/books

くらし×○○つなぎの手帖

専門性ある NPO を地域に
つなぎ、こまりごとの解消
とあわせて地域づくりの取
り組みに伴走する「つなぎ
手」。これこそわたしたち
NPO 支援センターの新たな
役割であり、地域での出番
と考え、そんなすてきなつ
なぎ手がもっといろんな場
面で増えたらという願いを
込めて作りました。

いまいちど、基礎を確認するなら

45 46

47 48
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12/1
@星陵会館

（東京都千代田区）

12/2
@聖心女子大学

（東京都渋谷区）

www.jnpoc.ne.jp

ご入会お待ちしています!

特定非営利活動法人日本NPOセンター
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル245

TEL: 03-3510-0855

49 50


